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中国経済は、昨年10-12月期の経済成

長率が前年同期比7.9％増と2年ぶりに

前四半期の伸びを上回るなど景気回復の

動きがでてきた。但し、製造業ＰＭＩが

好不調の境界となる50を少し超えたと

ころで足踏みするなど回復の勢いには陰

りもあり、3月に発表される景気指標は、

全般的に回復の息切れを感じさせるもの

が多くなると予想する。また、消費者物

価は再び上昇率が高まる可能性が高い。 

 

3月はインドの卸売物価指数（ＷＰＩ）

に注目したい。足もとでは1 月のＷＰＩ

上昇率が前年同月比+6.6％と7％を割る

水準まで低下、2 月もこの傾向が続くと 

 

見ている。そのため、金融緩和の余地をさ

ぐる中央銀行は追加利下げに踏み切ると予

想している。 

 

また、インドネシアと韓国の物価も注目

される。韓国はインフレ率が低水準で推移

し、利下げ余地があることが再確認される

だろう。低インフレに加えて、ウォン高圧

力が強くなるようであれば、利下げの可能

性が高まると見ている。一方、インドネシ

アでは電気料金の引き上げや賃金の上昇に

よってインフレ率はやや高めになるだろう。

ルピア安に見舞われている同国では、中央

銀行がどれだけ将来の利上げに言及してく

るのかが注目される。 

 

 要  旨 

ネットジャーナル 
「Ｗｅｅｋｌｙ 

エコノミスト・レター」 
要 旨 

ニッセイ基礎研究所 
２０１３年２月２２日号 

３月発表の中国・アジア指標：  

1 

2 

 

中国では景気指標に陰りが見えるか、 

アジアではインド・インドネシア・韓国の物価
に注目 

3 

【中国】 

【インド、ＡＳＥＡＮ、韓国、台湾】 

（注）発表日が変更になる可能性もある 
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現状：高成長を達成、ただし、見た目よりは

強くない 

マレーシア統計庁（ＤＯＳＭ）は2月20 

日に2012年10-12月期の国内総生産（Ｇ

ＤＰ）を公表した。実質ＧＤＰ成長率は前

年同期比（原系列）で6.4％の増加となり、

7-9月期の前年同期比+5.3％より大幅に加

速、2010 年4-6月期以来の6％を超える

成長率を記録した。結果として、2012年

通年では+5.6％の成長を達成し、2012年

の+5.1％を大きく上回った。 

成長率の内訳を需要項目別に見ると、純

輸出のマイナス寄与が大幅に縮小したこと

が10-12月期の成長率を押し上げている

ことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給側では、10-12月期は建設業が前年

同期比+18.1％と7-9月期（同+18.3％）に

続き2期連続の2桁成長を達成し、好調さを

維持している。 

 

また10-12月期は製造業が前年同期比

+5.8％となり、7-9月期（同+3.3％）から

持ち直したこと、鉱業が同+4.3％と7-9月

期（▲1.2％）からプラス成長に転じたこと

が成長を押し上げた。 

 

今後は選挙戦にも注目 

今までマレーシアは低迷する外需を高い

内需によって支えてきたが、そのうち個人

消費については息切れしている。2011年

後半以降、個人消費は政府の補助金政策な

どに支えられ、7-8％台の高い伸び率で推

移していたが、2012年10-12月期は6％

前半まで落ち込んだ。今年も下院の任期満

了を4月に控え、国民に歓迎されやすいバラ

マキ型の予算を組んでいるものの、前年同

期の消費がすでに活発化していたこともあ

り、成長が加速しにくくなっている。 

 

 要  旨 

ネットジャーナル 
「経済・ 

金融フラッシュ」 
要 旨 

ニッセイ基礎研究所 
２０１３年２月２１日号 

1 

2 

マレーシア１０-１２月期ＧＤＰ： 
前年同期比＋6.4％    

～高成長を達成、今後は選挙戦にも注目 

 

マレーシアの実質ＧＤＰ成長率 
（需要側、原系列） 

（資料）CEIC 

（注）2010年までは旧系列（2005年基準）、 

それ以降は新系列（2008年基準） 

（資料）ＣＥＩＣ 

マレーシアの流通・販売業売上高
（伸び率） 
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   賃金の推移 

 賃金は、男女計297.7千円(年齢

41.7歳、勤続11.8年)、男性329.0千

円(年齢42.5歳、勤続13.2年)、女性

233.1千円(年齢40.0歳、勤続8.9年)

となっており、前年と比べると、男女

計では0.3％、男性では0.2％、女性で

は0.5％それぞれ上昇している。 

 

 

   性別にみた賃金 

性別に賃金カーブ※をみると、男性では、年齢階級が高くなるとともに賃金も上昇し、50～

54歳で423.7千円（20～24歳の賃金を100とすると211）と賃金がピークとなり、その後

下降している。女性では、45～49歳の256.6千円（同135）がピークとなっているが、男性

に比べ、賃金カーブは緩やかとなっている。 

※賃金カーブとは、年齢(階級)とともに変化する賃金額の状況をグラフで表したものをいう。以下同じ。 

  

 

 

 

経営 TOPICS 
      � 

「統計調査資料」 
抜 粋 

厚生労働省 
２０１３年２月２１日発表 

賃金構造基本統計調査（全国） 

結果の概要 

1 

2 

性、年齢階級別賃金 性､年齢階級別賃金､対前年増減率及び年齢階級間 
賃金格差 

 Ⅰ 一般労働者の賃金 

性別賃金の対前年増減率の推移 

 注：線上の●印は賃金ピークを示す。以下同じ。 

注：年齢計には、上掲の年齢階級に限らず、 

すべての年齢の者を含む。以下同じ。 
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   学歴別にみた賃金 

学歴別に賃金をみると、男性では、大学・大学院卒が398.6千円（前年比0.2％減）、高専・

短大卒が303.8千円（同0.9％増）、高校卒が285.7千円（同0.2％減）となっており、高専・

短大卒が前年を上回っている。女性では、大学・大学院卒が282.7千円（同0.2％減）、高専・

短大卒が246.3千円（同0.4％増）、高校卒が200.4千円（同0.4％増）となっており、高専・

短大卒及び高校卒が前年を上回っている。 学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男

性では、大学・大学院卒及び高校卒で50～54歳、高専・短大卒で55～59歳、女性では、大学・

大学院卒で65～69歳、高専・短大卒で55 ～59歳、高校卒で45～49歳となっている。学歴

別に賃金カーブをみると、男女いずれも大学・大学院卒の賃金カーブが急になっている。 
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学歴、性、年齢階級別賃金 

学歴､性､年齢階級別賃金､対前年増減率及び年齢階級間賃金格差 
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  企業規模別にみた賃金 

企業規模別に賃金をみると、男性では、大企業が380.6千円（前年比1.4％減）、中企業が

316.5千円（同0.1％増）、小企業が282.2千円（同0.1％減）、女性では、大企業が258.1千円

（同1.8％減）、中企業が231.7千円（同0.3％増）、小企業が210.2千円（同1.0％増）となっ

ており、男性は中企業が前年を上回り、女性は中企業及び小企業において前年を上回っている。

また、大企業の賃金を100とすると、中企業の賃金は、男性で83（前年82）、女性で90（同

88）、小企業の賃金は、男性で74（同73）、女性で81（同79）となっている。  

賃金がピークとなる年齢階級を企業規模別にみると、男性では、大企業及び中企業において

50～54歳で、大企業513.7千円（20～24歳の賃金を100とすると248）、中企業403.7千

円（同202）、小企業が55～59歳で326.1千円（同170）となっている。女性では、大企業

が50～54歳で299.1千円（同146）、中企業が40～44歳で255.3千円（同134）で、小企

業が45～49歳で230.2千円（同131）となっており、男性に比べ賃金カーブが緩やかとなっ

ている。 
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企業規模､性､年齢階級別賃金､対前年増減率､企業規模間賃金格差及び年齢階級間賃金格差 

 注：（ ）内は、平成 23 年の数値である。 
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企業経営情報レポート 

 
  

 
働き方の工夫で人件費を圧縮させる 

再雇用社員の賃金決定ポイント 
 

 

 

 

 

 

 

       雇用延長した社員の人件費圧縮は会社の急務 
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

       ２つの公的給付の仕組み 
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

       雇用延長者の最適賃金の決定方法 
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜参考文献＞ 

■「60 代社員の手取りを下げずに人件費を下げる方法教えます」佐藤敦 九天社 

■「わかる定年前後の手続きのすべて」中尾幸村／中尾孝子 新星出版社 

■「スタッフアドバイザー 2009 年 4 月号」税務研究会 

ポ イ ン ト 
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ジャンル：人事 
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これまで、高年齢雇用安定法では、65歳未満

の定年制をとる事業主に対して、65歳までの

安定した雇用確保措置を講ずる「努力義務」

を定めていました。平成18年４月１日の改正

により、65歳までの雇用確保措置を講ずることが「義務」づけられました。つまり、60歳の定

年年齢に到達しても、社員本人が「会社に残りたい」と申し出た場合、会社はそれを拒否できな

いことになりました。今回の法改正では、65歳まで、段階的に雇用延長の義務年齢が引き上げ

られます。 

また、事業主は、次の４つの雇用確保措置の中から、自社にあったものを１つ選ばなければなり

ません。 

 

■雇用延長措置の特徴 

雇用延長措置 特徴 

定年の廃止 
定年そのものを廃止、本人が希望すればいつまでも

働き続けることができる 

定年年齢の引き上げ 
定年年齢を65歳または法定義務年齢まで引き上げ

る 

継続雇用制度 

勤務延長制度 
60歳で正社員としての雇用契約を終了させずに、正

社員のまま雇用を継続する 

再雇用制度 
60歳で一度定年退社し、新たに嘱託社員等の有期雇

用契約を結ぶ 

 

 

「賃金を下げても、社員の手取額は下げない」とは、大変矛盾した表現です。なぜなら、賃金が

下がれば、同時に社員の手取りも必ず下がる関係にあるからです。しかし、60歳以上の社員に

ついては、賃金が下がっても必ずしも手取りが下がるとは限りません。その理由は、60 歳以上

の社員には、通常の社員にはない特徴を持っているからです。それは次の３つの要素です。 

 

 

 

 

最も重要なのは③の「２つの公的給付が支給される」という点です。60 歳の社員には、新たに

２つの給付が支給されます。それは、厚生年金から支給される「在職老齢年金」と雇用保険から

支給される「高年齢雇用継続給付金」です。 

1 雇用延長した社員の人件費圧縮は会社の急務 

65 歳までの雇用延長が義務化   
平成 22 年 4 月 1 日～ 

平成 25 年 3 月 31 日 
64 歳 

平成 25 年 4 月１日～ 65 歳 

60 歳以上の社員だけが持つ大きな特徴を利用する   

①一度雇用契約を終了し、新たな雇用契約を結べる 

②賃金の減額が行いやすい 

③２つの公的給付が支給される 
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在職老齢年金とは、働きながら受け取る老齢年金のことをいいます。ただし、本来受け取れるは

ずの年金額をそのまま受け取るケースは少なく、60歳以降の賃金額等に応じて一部（場合によ

っては全部）が減額されるのが一般的です。 

本来受け取れるはずの年金額は、既に決まっているので工夫のしようはありませんが、60歳以

降の賃金額等は、会社が決めることができるので、それによってある程度受け取る年金額をコン

トロールすることができます。 

在職老齢年金の計算方法は、60歳代前半と60歳代後半で計算方法が異なります。本レポートは、

60歳～65歳の雇用延長がテーマですから、60歳代前半の在職老齢年金に絞って解説していき

ます。在職老齢年金を計算するには、次の２つの基礎数字が必要です。 

 

■在職老齢年金を計算する際の基礎数字 

 

 

 

 

 

高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険から支給される給付金の１つで、60歳から65歳まで

の間に雇用保険の被保険者として会社に残る場合に、賃金が下がった分を国が補償してくれる制

度です。 

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、次のすべてを満たすことが必要です。 

 

■在職老齢年金を計算する際の基礎数字 

 

 

 

高年齢雇用継続基本給付金の計算方法は、60歳到達時賃金に対する、支払われた賃金の低下率

に応じて２種類の計算式を使います。 

 

また、それぞれの条件を満たしていれば、在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金を両方受け

取ることは可能です。しかし、それぞれの条件に応じた金額が全額受け取れるわけではありませ

ん。両方受け取る場合、「併給調整」が行われ、在職老齢年金から併給調整の金額が引かれて支

給となります 

2 ２つの公的給付の仕組み 

在職老齢年金の計算方法   

高年齢雇用継続基本給付金の計算方法   

①一度雇用契約を終了し、新たな雇用契約を結べる 

②賃金の減額が行いやすい 

③２つの公的給付が支給される 

①60 歳以上65 歳未満の雇用保険の被保険者であること 

②雇用保険の被保険者期間が通算して５年以上あること 
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「賃金を下げても、社員の手取額は下げない」というのは、言い換えれば「社員の手取り額を下

げずに人件費を削減する」ことです。なぜなら、賃金を下げれば人件費は必ず下がるからです。 

次のステップにしたがって、最適賃金を決定します。 

 

■Ａ商事）営業部Ｔさんの最適賃金決定事例 

 

最適賃金決定までのステップ   

3 雇用延長者の最適賃金の決定方法 
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経営データベース  

 

 

「名ばかり管理職」に対する行政指導の実例 
「名ばかり管理職」に対する企業への行政指導とはどのようなものでしょう

か？実例を教えてください。 

 

1 裁判例の基準 
 管理監督者性の判断をする多くの裁判例は、日本マクドナルド事件の判決に限らず

厳格です。特に、職務権限がある程度認められても、相当程度の広い権限と裁量性が

無ければ、たとえ待遇がある程度のレベルであったとしても、管理監督者性を容易に

認めません。裁判で否決されると、役職手当を支給していたときは、その解釈が争点となります。 
つまり、当該役職手当は、割増賃金の算定基礎に入るのか、そして計算された割増賃金から既払

いの定額残業代として控除できるのかということです。  
 また、付加金の支払いを命じる裁判例もあります。金額についてはいろいろありますが、中に

は割増金額と同額まで命じた裁判例もあります。  
 
2 裁判による対応例 
 管理監督者性としての実態がない労働者を管理監督者と位置付けていたときには、以下のよう

な対応を命じられます。 
 

① 労働時間、休憩、休日の労基法の規制が及ぶことになり、法定労働時間（１日８時間、１

週４０時間）を超えれば、割増賃金を支払わなければなりません。  

② 役職手当を支払っていても、その手当の取扱いが問題となり、役職手当を割増賃金の算定

基礎に算入しなければならず、かつ、計算された割増賃金からその役職手当分を控除する

ことができない可能性があります。 

③ 付加金を支払う可能性があります。 
 
 賃金債権の時効は２年なので、２年分の未払い賃金を支払わなければならなくなり、莫大な負

担となります。  
 
3 労働基準監督署による監督・是正指導 
 労働基準監督署が、管理監督者性について違法であると判断した場合は、是正勧告を出し、労

働時間管理と時間外・休日出勤に対する割増賃金の支払いを勧告します。  
 しかし、この判断は実態に沿った総合判断である性質上、労働基準監督署が違法と断定して勧

告するケースは少ないと予想されます。違法とまでは言えないが改善すべしと判断し、指導票を

出し再検討を指導するケースがほとんどです。 

ジャンル： 労務管理 ＞ サブジャンル： 名ばかり管理職  

1 

uestion 

nswer 



 

 12

経営データベース  

 

 

「名ばかり管理職」への緊急対応策 
「名ばかり管理職」問題への企業の対応策としては、どのようなものがあるの

でしょうか？ 

 

1 管理職と非管理職との時間管理を明確に区分する 
 自己の勤務時間に関する自由裁量の有無が「管理監督者」の該当性を判断する基準

の１つとされています。そこで、管理職と非管理職との間で時間管理を明確に区分す

るという方法があります。具体的には、以下の３点になります。 
 

 管理職 非管理職 

欠勤・遅刻・早退について 報告・届出事項とする 承認事項 

賃金と労働時間 完全月給制 ノーワーク・ノーペイ 

賞与と労働時間 連動しない 
連動する 
（例：欠勤・遅刻・早退などが査
定基準となる） 

 
2 下位の職務にある者と賃金の比較 
 「役付者以外の一般労働者に比し、優遇措置が講じられているか否か」として、下位の職位の

者との賃金比較も判断の基準の１つとされています。 
 特に、割増賃金を含めた月例給与において、管理職とその下位者との間で金額の逆転が生じて

いる場合、必ず対策を講じなければなりません。具体的には以下の２点があります。 
 

① 役付者にふさわしい役職手当、基本給を支給する  

② 賞与額の支給率を見直す 

 
3 管理職の権限の見直し 
 現実には部下がいないなど、管理職としての実態に欠ける従業員までも管理職として扱うこと

は妥当ではなく、「管理監督者」に該当する管理職の権限の見直しも行うべきです。 「監督権限・

管理権限を有しているか否か」ということが、判断の基準になります。 
 ここでいう監督権限とは、部下に対して指揮命令の権限と業務命令権（例としては、時間外・

休日労働命令など）を合わせたものです。 
 
4 残業代定額払いでの対応 
 管理監督者としての位置付けに自信を持てなければ、残業代定額払いでの対応を検討してくだ

さい。一般的に管理監督者へは、見込まれる残業時間に対する残業代を含めて、役職手当や基本

給に上乗せする形として、非管理職よりも高い給与を支給しているかと思います。 
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